
 

船橋市妊婦（多胎妊婦、追加助成分含）・乳児（１か月児含）一般健康診査及び 

新生児聴覚スクリーニング検査費用助成取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市の実施する妊婦（多胎妊婦含）・乳児一般健康診査又は新生児聴覚ス

クリーニング検査(以下「健康診査等」という。) について、一般健康診査受診票又はスク

リーニング検査受診票による現物給付を受けることができない、若しくは多胎妊婦健康診査

及び妊婦健康診査の追加助成分（１５回目・１６回目）、１か月児健康診査を受診する者に

対する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1)  妊婦・乳児一般健康診査 市の実施する妊婦一般健康診査又は乳児一般健康診査をい

う。 

 (2) 多胎妊婦健康診査 多胎妊婦に対して、市の実施する妊婦一般健康診査１４回を超え

て行う妊婦健康診査をいう。 

 (3) 追加助成分 市の実施する妊婦一般健康診査で受診票の使用が１４回分を超過した方

で妊娠４０週以降に妊婦健康診査の受診が必要な方が２回（１５回目、１６回目）を

上限に追加で行う妊婦一般健康診査をいう。ただし、妊娠４０週以前でも医師が認め

た場合はこの限りではない。 

 (4)  聴覚検査 市の実施する新生児聴覚スクリーニング検査をいう。 

 (5)  １か月児健康診査 市の実施する１か月児健康診査をいう。 

 (6)  妊婦・乳児一般健康診査受診票 市の発行する妊婦一般健康診査受診票又は医療機関

委託乳児一般健康診査受診票をいう。 

 (7) 多胎妊婦一般健康診査受診票 市の発行する多胎妊婦用の妊婦一般健康診査５回分の

受診票をいう。 

(8) 追加助成分妊婦一般健康診査受診票 市の発行する追加助成分（１５回目・１６回目）

の妊婦一般健康診査受診票をいう。 

(9) 聴覚検査受診票 市の発行する新生児聴覚スクリーニング検査受診票をいう。 

(10) １か月児健康診査受診票 市の発行する１か月児用の健康診査受診票をいう。 

(対象者) 

第３条 助成の対象者は、受診日又は検査日に船橋市の住民基本台帳に記録されている妊婦又

は乳児若しくは新生児の保護者で、妊婦（多胎妊婦含）・乳児一般健康診査受診票又は聴覚

検査受診票(以下「健康診査受診票等」という。) を利用して現物給付を受けることができな

いと市長が認めた者、若しくは多胎妊婦健康診査・妊婦健康診査追加助成分及び１か月児健

康診査受診票を利用して現物給付を受けることができないと市長が認めた者とする。 

(助成対象期間) 

第４条 助成対象期間の始期は助成の対象者としての要件を満たした日とする。ただし、市外

からの転入者は、その転入した日を始期とする。 

２ 助成対象期間の終期は助成の対象者としての要件を欠いた日の前日とする。 

(対象健康診査及び費用) 

第５条 助成の対象となる健康診査等は、市が千葉県医師会・千葉県助産師会及び船橋市医師

会と締結した協定又は市外・県外の医療機関等と締結した契約により行う次に掲げる健康診

査等であって、健康診査受診票等を利用して現物給付を受けることができなかった健康診査

又は聴覚検査（以下「検査等」という。）とする。  

 (1)  妊婦一般健康診査 

 (2)  多胎妊婦健康診査 

 (3)  妊婦一般健康診査追加分（１５回目・１６回目） 

 (4)  乳児一般健康診査 

 (5)  聴覚検査(初回に限る。) 

(6)  １か月児健康診査 



 

２ 助成の対象費用は、市が定める各健康診査又は検査の診査料の額の範囲内で検査等に要し

た費用の合計額とする。この場合において、助成の対象とする検査等は次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に掲げる回数を上限とする。 

(1)  妊婦一般健康診査 １４回 

(2)  多胎妊婦健康診査 ５回 

(3)  妊婦一般健康診査追加助成分 ２回 

(4)  乳児一般健康診査 ２回 

(5)  聴覚検査（初回に限る。) １回 

(6)  １か月児健康診査 １回 

(助成の申請) 

第６条 助成を受けようとする者は、受診をした日から２年以内に費用助成金申請書(様式第

１号) に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。 

（１） 船橋市妊婦（多胎妊婦・追加助成分含）・乳児（１か月児含）一般健康診査費用助

成金内訳書又は新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金内訳書（様式第２号） 

（２） 妊婦一般健康診査の領収書の写し、多胎妊婦健康診査の領収書の写し、追加助成分

の領収書の写し、乳児（１か月児含）一般健康診査の領収書の写し又は聴覚検査の

領収書の写し 

（３） その健診・検査等に該当する未使用の健康診査受診票等 

（４） 原則として母子健康手帳の妊娠中の経過（１）（２）のページの写し（多胎妊娠に

関しては全ての児の母子健康手帳の妊娠中経過（１）（２）のページの写し）、乳

児（１か月児含）の該当月齢の健康診査のページの写し、乳児の検査の記録の写し

又は聴覚検査結果のわかるものの写し 

（５） 相手方登録申請書 

（６） その他市長が必要と認める書類 

(助成金の支払) 

第７条 市長は、申請内容が適切と認める場合には、申請のあった日から６０日以内に助成金

支給決定通知書(様式第３号) により通知するとともに、助成金を支払わなければならない。 

(補則) 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年４月１日以降に受診した妊婦・  

乳児一般健康診査について適用する。 

(新生児聴覚スクリーニング検査の特例) 

２ 令和３年３月３１日までに母子健康手帳別冊の交付を受け、令和３年４月 1 日以後に出生

し、新生児聴覚スクリーニング検査を受診する新生児については、第６条（３）の規定に関

わらず、新生児聴覚スクリーニング検査を実施した場合には、初回分を助成する。 

（妊婦一般健康診査追加助成分の特例） 

３ 令和６年３月３１日までに母子健康手帳別冊の交付を受け、令和６年４月１日以降に 

追加助成分（１５回目、１６回目）を受診する妊婦については、第６条（３）の規定に関わ

らず、追加助成分の妊婦健康診査を受診した場合には、２回を上限として助成をする。 

(１か月児健康診査の特例) 

４ 令和７年３月３１日までに母子健康手帳別冊の交付を受け、令和７年４月１日以降に 

１か月児健康診査を受診する乳児については、第６条（３）の規定に関わらず、１か月児健

康診査を受診した場合には、１回を上限として助成をする。 

 

（助成の申請の特例） 

５ 妊婦・乳児一般健康診査費用の助成を受けようとする者で、令和７年３月３１日までに従

前の申請様式を配付されている場合は、第６条と第６条（１）の規定にかかわらず、従前の

様式を使用することができる。 

http://www.city.shibetsu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r2670836001.html#y1
http://www.city.shibetsu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r2670836001.html#y1
http://www.city.shibetsu.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r2670836001.html#y2


 

   附 則 

  この要綱は、平成２２年９月２２日から施行する。 

船橋市妊婦・乳児一般健康診査費用助成取扱要綱７条に定める必要な事項を次の通り定める。 

平成２３年３月３１日までに母子健康手帳別冊を交付し、平成２３年４月１日以降に妊婦健

康診査を受診する妊婦については第５条（３）のその妊婦・乳児一般健康診査に該当する未

使用の妊婦・乳児一般健康診査受診票が必要であると定めているが、券種Ｆ又は券種Ｎの受

診票がなくても、クラミジア核酸同定検査又はＨＴＬV-1 抗体検査を実施した場合には助成

する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年６月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号 

 

船橋市妊婦（多胎妊婦・追加助成含）・乳児（１か月児含） 

一般健康診査及び新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金申請書 

 

年  月  日 

 船橋市長 あて 

住所           

申請者  氏名           印 

電話番号  

 

 妊婦（多胎妊婦・追加助成含）・乳児（１か月児含）一般健康診査及び新生児聴覚スクリー

ニング検査費用助成取扱要綱第 5 条の規定により次のとおり申請します。また、船橋市がこの

申請に必要な情報について調査し、及び医療機関等に照会することに同意します。 

記 

 

助成申請額 （申請される項目のみ金額を記入）  

 

健康診査等項目名 助成金額 

（１）妊婦一般健康診査 円 

（２）多胎妊婦一般健康診査 円 

（３）妊婦一般健康診査追加助成分 円 

（４）新生児聴覚スクリーニング検査 円 

（５）１か月児健康診査 円 

（６）乳児一般健康診査 円 

○ 添付書類 

 (1) 妊婦・乳児一般健康診査又は新生児聴覚スクリーニング検査等の領収書 

 (2) 未使用の妊婦(多胎妊婦・追加助成含)・乳児（１か月児含）一般健康診査又は 

新生児聴覚スクリーニング検査受診票 

 

 (3) 相手方登録申請書 

以上



 

 

様式第２号 年　　　月　　　日

船橋市妊婦（多胎妊婦・追加助成分含）・乳児(1か月児含)一般健康診査及び新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金内訳書

受診者（検診者）氏名

[妊産婦] [乳児]

　　　　（   　　 年　    月　    日生）

券種 受診票種類 受診日 妊娠週数 領収書金額 妊婦健診助成額 　医療機関等名称

⑴ 3 Ａ 　　年　　月　　　日 週 円 円

子宮頸がん 　　年　　月　　　日 週 円 円

妊 Ｄ Ｂ 　　年　　月　　　日 週 円 円

婦 超音波検査 　　年　　月　　　日 週 円 円

一 E Ｂ 　　年　　月　　　日 週 円 円

般 超音波検査 　　年　　月　　　日 週 円 円

健 Ｈ Ｂ 　　年　　月　　　日 週 円 円

康 超音波検査 　　年　　月　　　日 週 円 円

診 Ｌ Ｂ 　　年　　月　　　日 週 円 円

査 超音波検査 　　年　　月　　　日 週 円 円

Ｇ C－１票 　　年　　月　　　日 週 円 円

14 Ｋ C－１票 　　年　　月　　　日 週 円 円

回 Ｍ C－１票 　　年　　月　　　日 週 円 円

6 C－１票 　　年　　月　　　日 週 円 円

7 C－１票 　　年　　月　　　日 週 円 円

8 C－１票 　　年　　月　　　日 週 円 円

9 C－１票 　　年　　月　　　日 週 円 円

Ｆ C－２票 　　年　　月　　　日 週 円 円
個別申請項目
クラミジア検査 　　年　　月　　　日 週 円 円

Ｎ C－２票 　　年　　月　　　日 週 円 円
個別申請項目

HTLV-１抗体検査 　　年　　月　　　日 週 円 円

妊健（14回分）助成額 円

⑵ 1回目 　　年　　月　　　日 週 円 円

多 2回目 　　年　　月　　　日 週 円 円

胎 3回目 　　年　　月　　　日 週 円 円

妊 4回目 　　年　　月　　　日 週 円 円

婦 5回目 　　年　　月　　　日 週 円 円

多胎妊婦助成額 円

⑶ 15回目 　　年　　月　　　日 週 円 円
追
加 16回目 　　年　　月　　　日 週 円 円

15・16回目助成額 円

⑷ 受診票種類 検査日 新生児日齢 領収金額 聴覚検査助成額 　医療機関等名称

聴 1 初回 　　年　　月　　　日 日 円 円

覚 検査方法 　□自動ＡＢＲ　 □ＡＢＲ 　　□ＯＡＥ　　　　□不明

検査結果 　【右】　　□パス　□リファー(再検査）　　　　　　　 【左】　　□パス　　□リファー(再検査）

⑸ 受診票種類 受診日 乳児月齢 領収金額 乳児健診助成額 　医療機関等名称

(6) １か月児 　　年　　月　　　日 か月 円 円

乳 4 ３～６か月児 　　年　　月　　　日 か月 円 円

児 5 ９～１１か月児 　　年　　月　　　日 か月 円 円

乳児助成額 円

助成額合計 円

（　　　  年　　   月　　    日  生） （出産(予定）日　  　年　 　月　  日）

 



 

様式第３号 

船橋市地保指令第   号 

                                 年   月   日 

 

船橋市妊婦（多胎妊婦・追加助成分含）・乳児（１か月児含）一般 

健康診査及び新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金支給決定通知書 

 

 

 

   様 

 

            船橋市長 

 

 

     年  月  日 付で受理した費用助成の申請について、下記のとおり支給を決定し

たので通知します。 

 

記 

 

 

 １、支給決定額        円 

 

 (1)妊婦健康診査        円 

 

 (2)多胎妊婦健康診査       円 

 

    ⑶妊婦健康診査追加助成                   円 

 

 ⑷新生児聴覚スクリーニング検査               円 

 

    ⑸１か月児健康診査                     円 

 

(6)乳児健康診査        円 

 


